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解剖学教育と献体

広島大学大学院
医歯薬学総合研究科

解剖学及び発生生物学研究室
青山 裕彦

1． 医学教育において，なぜ解剖学実習が必要
か？

（1 ）医学教育において，解剖学実習は本当に必
要か？

　現在の日本では，医師，歯科医師を養成する大
学において，人間の体を実際に切り開く，人体解
剖学実習が実施されているが，近年これを縮小す
るように要請されることがある．仕方なくこれを
受けた大学の中には，肘から先，膝から先につい
ては実習をしないとしたところもある．
　このような圧迫を受ける背後には，医学・生物
学の進展に伴い増加する情報量に対し，解剖学実
習は非常に手間のかかる，「効率」の悪いもので
ある，という状況がある．医師の中からも「わざ
わざ，しんどい目をして解剖などしなくても，本
を読んでおれば良いではないか，良い模型や CG

で十分理解できるではないか」などという声も上
がっている．
　私は，しかし，実際に手を汚しながら時間をか
けて一人の人を解剖するという行為を通じて初め
て得られる，生物学的にも，倫理的にも，将来医
療に携わるものにとって重要なものがあると信じ
ている．例えば，解剖学実習では，人の体を隅か
ら隅まで，本当に爪の先から骨の髄まで，見るが，
一部の重要なところだけでよいのではないかとい
う提案がある．確かに，手や足がなくとも生きて
いくことはできるわけで，その意味では「重要性」
は低いかもしれない．しかし，人は指を切ったく
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で医者に駆け込むのである．もちろん戦地や
大災害の被災地ではその程度の軽い傷病は相手に
しなくとも良いだろう．しかし，医師は多くの場

合「平時」の人を診るのである．どこをとっても
無視できる部分はないのである．
　今日の日本において，医学科ほど綿密にあらゆ
る角度から「生物」を学ぶところはない．さらに，
構造や機能，病態といった個体レベルのみならず，
社会の成り立ちの面から，また精神面からもヒト
という生物を見ていくのである．医師として，一
人の人を理解するためには，単に病に冒された部
分を見るだけではすまないということを会得して
いってもらいたい．
　これまでに集積された解剖学的知識は確かに膨
大なものがあり，それらについて伝えることでこ
と足れりとすれば，確かに模型や CG でも教育は
可能であろう．しかし，模型等では少なくとも2

つの点が欠けている．1つは，模型は制作者が認
識したものしか表現されないことである．すなわ
ち，制作者の目に入らないものはけっして学習者
に伝わらないのである．さらに，表現すべきもの
とそうでないものの取捨選択件は制作者にゆだね
られている．学習者は制作者の価値観によって作
られた情報を受けるしかない．もう一つは，模型
にする段階で「解剖」がすんでしまっている点で
ある．実際に解剖することによって，人体を構成
する構造物の境界を，自ら悩みながら決めていく
のが「解剖する」という行為であり，それを通し
てヒトの体の成り立ちを考えることができるので
あるが，「模型」とはその段階を終えた，いって
みれば「答え」を先に提示するようなものである．

「答え」だけを知る教育とは何だろうか？
　「答え」を「効率」よく得ようとするためには
解剖学実習は全く適さない．解剖学実習では「答





14　広島大学技術センター報告集 第7号

題点をもって改めて解剖したいと希望するものが
いる．そのような学生に対して，基礎配属実習や
アドバンストコースを設けている．霞キャンパス
では他に医学部保健学科看護学専攻や歯学部口腔
健康科学科（歯科衛生士，歯科技工士等をめざす
学生）および薬学部の学生も解剖学を学んでおり，
彼らも1回3時間の実習を行っている．大学院医歯
薬学総合研究科には医歯科学専攻（修士課程）が
あり，医学科・歯学科以外の学部卒業生を受け入
れている．この課程では医学全般にわたる講義実
習を集中して行っており，選択科目の一つに人体
解剖学実習を取り入れている．研究室の都合で履
修できないものも含めれば半数以上の学生が受講
を希望している．
　夏期休業中，春期休業中には学外，主に医療系
の専門学校や大学の学生に対する実習を行ってい
る．青山が広島大学に赴任して以来，年々参加校
が増えており，現在20あまりの機関が，延べ2000

人・回（1回3時間換算）近い参加者を見ている（表
2）．参加した学生の専攻分野は表3に示すように
多岐にわたり，現在の医療従事者の幅の拡がりを
そのまま反映している．後述するように，医師・
歯科医師養成課程以外では人体解剖学実習は必ず
しも法的に整備されているとは言えず，実際上の
制約もあり，全ての医療系の専門職養成課程に人
体解剖学実習を取り入れることは現在のところ困
難である．我々は，この現状において，医療職養
成に少しでも貢献できればという思いでこの実習
を提供している．その実施に当たっては，広島国
際大学臨床工学科の隅田寛教授に実習校のとりま

とめをお願いしている．隅田先生には，広島国際
大学のみならずほとんどの実習のご指導も担当し
ていただいており，この実習がけっして，ひとり
広島大学が行っているものではないことを示して
いる．他にも，何人かの学外の先生方に指導陣に
加わっていただいているが，当初の期待ほどには
人材が得られていないのが問題である．
　2010年夏には20の学科・専攻が延べ25回にわ
たって実習を行った．この指導には学内教員5名
の他に学外より1名，解剖学及び発生生物学研究
室所属の大学院生4名に加えて，技術員3名があ
たった．技術員は25回中16回参加し，これは教員
の平均16回（最多20回，最少10回）に匹敵するも
のであり，実習の遂行における大きな力となって
いる．解剖班の技術員の業務は解剖学の教育支援
であり，その主たるものは，遺体処置，管理，標
本作製等であるが，解剖学実習にも参加し，その
指導経験も積んでもらいたいと要望している．そ
の経験をもとに，教育効果の高い標本作製，展示
物の作成に取り組んでもらえるものと期待してい
るからである．
　学内学生の実習は当然のことであるが，学外者
に向けての実習は，広島大学医学部・歯学部が地

表２

年度 参加機関 参加部局
／学　科

参加者数
×回　数

2001年度 7 11 599
2002年度 9 13 1046
2003年度 13 16 1328
2004年度 13 18 1430
2005年度 16 20 1496
2006年度 19 25 1876
2007年度 20 24 1802
2008年度 21 25

表３
取得できる資格等 学内 学外

医師 ＊ －
歯科医師 ＊ －
歯科衛生士 ＊ －
歯科技工士 ＊ －
看護師 ＊ ＊
准看護師 － ＊
救急救命士 － ＊
消防職員専科教育 － ＊
理学療法士 ＊ ＊
作業療法士 ＊ ＊
あん摩マッサージ指圧師，はり師，
きゅう師 － ＊

柔道整復師 － ＊
薬剤師 ＊ －
診療放射線技師 － ＊
臨床検査技師 － ＊
臨床工学技士 － ＊
管理栄養士・栄養士 － ＊

実習参加 ＊；有 －；無
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域における医療関係者の教育の中心として担わな
ければならない責務と考えている．しかし，現状
のままでは，経費の点でも人的資源の点でも不十
分，さらには枯渇する方向にある．今後はこの点
に関する改善を図らねばならない．

2． 人間を解剖しても良いのか？　～その法的
根拠

　人の体は死後も傷つけてはいけないのが原則で
ある．刑法第百九十条には「死体，遺骨，遺髪又
は棺に納めてある物を損壊し，遺棄し，又は領得
した者は，三年以下の懲役に処する．」と定めら
れている．その例外として，いくつかの場合に限っ
て解剖しても良いとする法律が1949年に制定され
た死体解剖保存法である．医学科・歯学科で行う
正常解剖もこの法律で規定されている．
　死体解剖保存法の目的は次のように定められて
いる．（下線は青山による）

第一条　この法律は，死体（妊娠四月以上の
死胎を含む。以下同じ。）の解剖及び保存
並びに死因調査の適正を期することによつ
て公衆衛生の向上を図るとともに，医学（歯
学を含む。以下同じ。）の教育又は研究に
資することを目的とする。

　正常解剖は，医学教育のために解剖するもので
あり，また教育効果を高めるためには，保存した
標本も活用する．従って，この法律の目的にかなっ
た行為である．第十条でこれは改めて規定されて
いる．なお，この条文にある「医学に関する大学」
とは，医師・歯科医師の養成にかかる課程を持つ
大学であり広く医学一般を含めるものではないと
解されている．このことは死体の解剖ができる場
所を厳密に規定することによりみだりに解剖する
ことを防いでいる一方，コメディカルの解剖学実
習の妨げになっている．

第十条　身体の正常な構造を明らかにするた
めの解剖は，医学に関する大学において行
うものとする。

　解剖学実習を行うにあたって守らなければなら

ない条件は少なくともふたつある．一つは場所で
ある．

第九条　死体の解剖は，特に設けた解剖室に
おいてしなければならない。但し，特別の
事情がある場合において解剖をしようとす
る地の保健所長の許可を受けた場合及び第
二条第一項第四号に掲げる場合は，この限
りでない。

　正常解剖の場合は，先の第十条とあわせて，医
合璩と合璩 ，け と合藿剖の場あわるあ 第 た
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（2）広島大学における献体
　広島大学医学部の歴史は，
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習の実際について話す中でコメディカル学生が見
学にきていることも説明し，了承を得た．この後
も，毎回，このことに触れる．2003年度には会報
誌上で人体解剖学実習の実際について説明する中
で，コメディカル学生の実習についても触れた．
2005年度，ようやく文書に残るかたちができた．
すなわち，理事会了承のもと，白菊会総会にて．
コメディカル学生の実習を，医学科・歯学科の実
習とは別に行うことの了解を．文書（医学部長・
歯学部長名）で依頼したのである．2006年度には
さらに踏み込んで，理事会了承のもと，白菊会総
会にて学外者の実習料金制定について理解を求め
る依頼を口頭で行った．特に学外者の実習につい
ては，発生する経費を負担してもらおうというこ
とで，けっして献体を収益の道具とするものでは
ないことを予め説明しようとしたものである．幸
い，実習料金の制定についてこれまで白菊会側か
ら問題点を指摘されたことはない．しかし，残念
ながら今に至るまで大学側から料金徴収の許可が
得られないままでおり，一部の機関からの奨学寄
附金を除けば無償で実習を行っているのが現状で
ある．
　コメディカル教育における人体解剖について
は，日本解剖学会においても，コメディカル教育
委員会等で議論が続けられている．また，篤志解
剖全国連合会の研修会においてもたびたび取り上
げられるテーマである．それは，それぞれの実践
に基づく議論であり，常に前向きのものである．

（2）臨床医学・医療から求められるもの
　以上のような，卒前教育としての正常解剖に対
して，卒後教育としての解剖，さらには直接臨床
に応用するための解剖が臨床家から求められてい
る．その内容は以下のように分類される．

①　臨床解剖学的研究
②　卒後研修の一環としての解剖学実習（研

修医等，経験の少ない医師が臨床手技を実
行するにあたって知るべき解剖学的知識を
確認し，深めるための解剖）

③　新しい医療技術の開発（新たな手技，医
療機器の開発にあたって，実際の人体に適
応できるか，あるいはどのような改善が可
能かを研究するための解剖）

④　新しい医療技術の習得（新たな手技，医
療機器の使用にあたって，それが人体に適
応できるかを予め確認するための解剖）

⑤　非「解剖学的」研究（非形態学的な研究
目的で人体各部からの材料を採取するも
の）

⑥　外科手術の修練（外科系の手術手技につ
いて」「模型や動物を使用した修練には限
界があることから」行われる「人間の死体

（cadaver）を用いた技術修練」＿括弧内は「厚
生労働省における医学に関する研修・研究
における死体使用に係るニーズ等について
の現状認識」による）

　このうちどこまでが，許されるかを法令に照ら
して考えてみる．
　死体解剖保存法では，死体の解剖の目的を，一
般に「医学（歯学を含む）の教育又は研究に資す
ること」としていたが，「医学及び歯学の教育の
ための献体に関する法律」（1982，献体法）では，
正常解剖を「医学又は歯学の教育として行われる
身体の正常な構造を明らかにするための解剖」と
定義しており，これに基づけば，上記の①～④は
すべて，それぞれの課題が人体の「正常の構造を
明らかにする」ことによって解決しようとしてい
る点で正常解剖の範疇に含めて良いと考える．す
なわち，合法的な解剖と言えるのである．
　一方，⑤はもちろん，⑥についても，その合法
性には疑義がある．こちらは正常解剖を学ぶ，と
いうのではなく，正常解剖を知った上で身体を操
作するのに慣れることを目的としており，その点
で正常解剖とは認められない，というのが私の考
えであり，広島大学においては，当面，これを行
うことはないであろう．
　⑥についてはもう一つ困難な要望が上がってい
る．固定した遺体でなく，なくなった身体を冷凍
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手術修練」のために死体を用いることを許
容する規程を加えるが，そのとき，死体の
受け入れ，管理，解剖資格，解剖場所につ
いて，大学の死体受け入れ，管理を正常解
剖のものと一本化するよう，あわせて規制
する．

　　手術手技修練のために死体を収集する制
度をあらたに立てることは，現行の献体制
度との混乱が生じるおそれがある．「医学
の教育又は研究に資する」目的を同じくす
るものとして一本化できよう．

②　人的資源の確保：解剖学講座は学部教育
等，現在の担当業務を遂行するのが限度で
あり，「外科手術修練」の実施のためには
別に1講座（教授1，准教授1，助教1 ～ 2）
程度が新たに必要である．ただし，遺体の
管理業務は一本化しなければならない．

③　安全対策：無固定の死体を扱う場合の，
感染防止対策がとられた薬対策克れあ．ただ安固 体 部 ：講座： 座

業 本 に ら 理す策にが 業の に はは実実 実 本」


